第62回市民文化祭

あ つ ぎ 音 楽 祭
－ 出 演 申 込 案 内 －
１　日時：令和８年１1月１日（日）午後1時30分～午後６時（予定）
２　場所：厚木市文化会館　大ホール
３　内容：クラシック系統の器楽演奏・合唱の発表
４　参加費：　1団体　３，5００円
· 徴収時期・方法等については、音楽協会より通知します。

· 参加費には、ＣＤ代が含まれています。

５　申込資格：
（１）厚木市内で活動をしている団体
（２）この案内裏面「９　出演に当たっての注意事項」に同意いただける団体

６　申込方法
申込書に御記入の上、次の事務担当者まで、郵送又はFAXでお申込みください。
[image: image1.png]


〒243-0217
厚木市三田南３－３３－１８　　飯 塚 正 道　宛　
TEL・FAX：０４６－２９１－１７８７
７　申込締切：令和８年７月２日（木）必着
８　出演者決定方法

あつぎ音楽祭を主管する、厚木市音楽協会事務
担当者から各団体へ結果をお知らせします。
裏面に出演に当たっての注意事項が記載されています。

必ず、お読みいただいた上でお申込みください。
９　出演に当たっての注意事項
（１）出演資格について

出演は厚木市内で活動をしている団体に限ります。
（２）出演時間について

出演時間は、①小規模な器楽団体：10分間、②大規模な器楽団体：15分間、
③合唱団体：10分間を予定しています。（出演時間には、出入りを含みます。）
（３）ステージ構成について

ステージ構成は、前半：器楽演奏、後半：合唱・吹奏楽の２部構成を予定しています。

（４）今後のスケジュールについて
８月５日（水）、９月９日（水）、10月１４日（水）の各日、
１９時３０分から開催する参加団体打合せ会に必ず御出席ください。
御出席いただけない場合、出演をお断りすることがあります。なお、マイクを使用する団体に
ついては、事前に文化会館での舞台打ち合わせがあります。
（５）その他

ア　当日会場内での事故等について、主催者は一切責任を負いません。必要に応じ、イベント保険への加入をお願いします。
　　イ　舞台・客席では、原則飲食禁止となりますのでお願いします（水分補給のみ可）。
ウ　出演当日の様子を撮影し、市のHPやYou Tube、次年度以降のチラシ等で使用する可能性が
あります。
市民文化祭運営委員会事務局（厚木市文化魅力創造課内）
厚木市役所第二庁舎８階
担当者：石川・二見　電話：０４６－２２５－２５０８
第６2回市民文化祭
あつぎ音楽祭　出演申込書
次のとおり、あつぎ音楽祭に申込みます。
	 ふ      り      が      な

団　　　体　　　名
	

	
	

	 ふ      り      が      な
代　表　者　氏　名
	

	
	

	代  表  者  住  所
	〒



	電　   話
F　A　X
メ　ー　ル
	· 平日昼間に連絡が取れる電話番号を記入してください。

· FAXまたはメールで連絡することがありますので、FAX番号またはメールアドレスを必ず御記入してください。代表者宅にFAXまたはメール送受信できない場合、代理で受信できる方のFAX番号またはメールアドレスと氏名を御記入ください。

電 話（　　　　）　　　　　－　　　　
FAX （　　　　）　　　　　－　　　　

メールアドレス　
（代理受信者の氏名：　　　　　　　           　　　　　　　 　）

	演　目　の　形　態
（該当するものに☑
　　　をしてください）
	□　器楽合奏（演奏楽器等：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□　合　　唱（□ 混声　□ 女声　□ 児童　□ 男声）
□　その他の形態（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	 eq \o\ad(出演者数,　　　　　　　　　)  
	               人

	普段の活動場所
	

	市民文化祭への

過去の出演実績
	□有（出演した年度を教えてください：　　　　年度）　　　□なし

	注意事項の確認
	· 申込案内裏面の注意事項を御確認の上、お申込みください。
(内容が新しくなっていますので、毎年出演されている団体も必ず内容を確認してください。)

· 御了承いただきましたら、下記に☑をお願いします。
□　出演申込案内裏面に記載の注意事項に同意し、申込みます。


※　この申込書に記載された個人情報は、市民文化祭運営委員会が責任を持って管理し、市民文化祭に関する連絡及び今後の厚木市主催の文化事業の御案内以外には利用しません。

出　演　予　定　者　名　簿

〔団体名　　　　　　　　　　　　　〕
	
	出演者氏名
	出演者住所
	電話

	１
	
	
	

	２
	
	
	

	３
	
	
	

	４
	
	
	

	５
	
	
	

	６
	
	
	

	７
	
	
	

	８
	
	
	

	９
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	

	16
	
	
	

	17
	
	
	

	18
	
	
	

	19
	
	
	

	20
	
	
	


· 既存の団体名簿をこの名簿に代えて提出することもできます。
· 記入欄が足らない場合は、コピーして御利用ください。

